
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

なくて資本の部が小さくなる場合もあります。もしそうなったら大変です。自己資

本の少ない会社は、資金需要が増えた場合には、借り入れに頼る傾向が強く、経審

対策がしづらいのです。そして、自己資本は容易に増えません。自己資本を増やす

ためには利益を内部留保するか増資等をするかしかないのです。今まで築いてきた

資本を減らして、苦労を背負うのは得策ではありません。そうかといって固定資産

を移転してまで資本を増やすのでは、「経審」対策にならず、目的が達成できません。

資産が少なくても引き継ぐ負債も少なくて、あるいは、流動資産が多く十分な資本

を移転できるかがカギです。 

次に、Ｂのケースで考えてみましょう。分社型新設分割です。この場合には、資

産と負債の差額である資本は資本金か資本準備金となり、利益剰余金の引き継ぎは

できません。この場合も純資産が自己資本になりますので、分割会社の自己資本を

超えることはありません。 

「経審」対策に会社分割を利用するのは、うまくいく場合もあればいかない場合

もあります。過度の期待は禁物です。しっかりと試算してから取り組みましょう。 

ＷＩＳＥＮＥＴ編集部  松  村      清（税理士）
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前回は、本業である建設業を移転しないで兼業す

る事業を分割するお話でしたが、今回は、建設業を

会社分割で移転する場合について考えてみましょ

う。 

国土交通省では、３月２９日付けで「建設業者の

会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等

について」と題して、会社分割についての事務の取

扱いを定め、会社分割を支援していく姿勢を示しま

した。これに呼応するように大企業では、会社分割

を利用して経営改革を実施しようとするところも出

てきました。（日経新聞 5 月 25 日 フジタ会社分割

を柱とする経営再建計画、5 月 26 日 ゼネコン分社

促進） 

一方、中小企業においてはどうでしょうか。土地

建物等の固定資産をあまり移転せずに建設の事業だ

け移転すれば、一般会社 P 社は資産管理会社となり、

建設会社 S 社は身軽になって「経審」の点数が上が

るのではないかと期待を持っている方もいるようで

す。新しい気持ちでスタートということです。しか

し、そううまくいくものでもないように思われます。

建設業における許可や税制上の問題等は全て考えず

に、「経審」の点数だけを考えると一番懸念されるの

は、自己資本です。 

会計上、簿価引継法が採用されるケースにおいて、

Ａのような分割型新設分割が行われたとします。Ｓ

社には、Ｐ社から資産負債が引き継がれ、差額は資

本です。利益剰余金の引き継ぎもできます。この場

合に、「営業」を承継しなければならないという制約

もありますが、「経審」の点数を上げたいので、なる

べく固定資産と借入金は移したくないという気持ち

が働きます。そうすると、移転する資産の金額が少
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